
令和３年度事後評価実施結果報告書
（法務省３－(２)）

施策名 法曹養成制度の充実

（政策体系上の位置付け：Ⅰ－２－(2)）

施策の概要 高度の専門的な法律知識、幅広い教養、豊かな人間性及び職業倫理を備えた多数の法曹

の養成及び確保その他の司法制度を支える体制を充実強化する。

（ 「 」 。）達成すべき目標 平成27年６月30日付け法曹養成制度改革推進会議決定 以下 推進会議決定 という

「法曹養成制度改革の更なる推進について （別紙１）に示されている法曹養成制度改革」

を推進するための取組のうち、主に法務省が担当する以下の事項につき 「法科大学院の、

教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律 （以下「連携法等一」

部改正法」という （別紙２）の成立を踏まえ、関係機関・団体と連携・協力しながら。）

取組を実施する。

・活動領域の拡大に向けた、法曹有資格者の専門性の活用の在り方に関する有益な情報が

自治体・企業等で共有されるための環境整備

・法曹人口の在り方に関する必要なデータの集積と検証

・司法試験の在り方の検討

・法曹養成制度改革に関し、関係機関・団体と情報の共有を図るための連絡協議会を開催

施策の予算額･ 区分 元年度 ２年度 ３年度 ４年度
執行額等

予 算 の 当初予算(a) 10,905 8,849 8,704 8,371
状況
(千円) 補正予算(b) 0 0 0 －

繰越し等(c) 0 △7,080 7,080

合計(a+b+c) 10,905 1,769 15,784

執行額（千円） 9,543 0 15,216

施策に関係す ○法曹養成制度検討会議取りまとめ（平成25年６月26日）

る内閣の重要 ○法曹養成制度改革の推進について（平成25年７月16日法曹養成制度関係閣僚会議決定）

政策（施政方 （別紙３）

針演説等のう ○法曹養成制度改革の更なる推進について（平成27年６月30日法曹養成制度改革推進会議

ち主なもの） 決定）

測定指標 令和３年度目標 達成

１ 法曹有資格者の活動領域の在り方に関す 法曹有資格者の活動領域の拡大に関する有識 達成

る検討及び必要な取組の実施 者懇談会取りまとめや推進会議決定の内容を踏

まえ、法曹有資格者の専門性の活用の在り方に

関する有益な情報が自治体、福祉機関、企業等

の間で共有され、各分野における法曹有資格者

の活用に向けた動きが定着するよう、関係機関

の協力を得て、環境を整備する。



施策の進捗状況（実績）

法曹有資格者の活動領域の拡大に関する有識者懇談会 取りまとめや、推進会議決定においては、今後*1

も、法曹有資格者の活動領域の拡大に向けた取組を継続することが必要であり、法務省は、そのための環

境を整備するとされた。

法務省においては、法曹有資格者の海外展開を支援するため、委託弁護士をモンゴル国に派遣し、現地

における外国弁護士の活動規制状況や、日本人弁護士に対する需要、現地日本企業等に対する日本人弁護

士としての支援の在り方等に関する調査を行うとともに、調査結果公表済みの国であるフィリピン共和国

についても、時宜に応じた情報を公表することを目的としてアップデート調査を行った。これらの調査結

果は、各委託弁護士において報告書として取りまとめ、新型コロナウイルス感染症の影響により調査報告

が令和３年度となったベトナム社会主義共和国における調査結果報告書と併せて法務省ホームページに公

表し、関係省庁、自治体、日本企業等が同調査結果にアクセスすることのできる環境の整備を行った。

実績値

参考指標

29年度 30年度 元年度 ２年度 ３年度

１ 中央省庁等及び地方公共団体における任 198 207 238 241 252

期付公務員として公職に従事する弁護士数

（日本弁護士連合会調べ）

２ 地方公共団体における法曹有資格者の常 136 172 189 197 190

勤職員数（日本弁護士連合会調べ）

３ 企業内弁護士数（日本組織内弁護士協会 1,931 2,161 2,418 2,629 2,820

調べ）

測定指標 令和３年度目標 達成

２ 法曹養成制度改革を推進するための取 文部科学省とともに連絡協議等の環境を整備 達成

組の実施 し、司法試験の在り方の検討、法曹人口の在り

方に関する必要なデータ集積と検証等の各取組

に関し、法務省、文部科学省、最高裁判所、日

本弁護士連合会における進捗状況を適時に把握

、 、 、しつつ これを踏まえて 文部科学省と連携し

関係機関・団体の協力も得て、前記各取組を進

める。

施策の進捗状況（実績）

平成27年６月の推進会議決定を踏まえ、法務省においては、推進会議決定に掲げられた取組の進捗状況

等を適時に把握し、これらの取組を進めるに当たって必要な連絡協議を行うため、前記のとおり、文部科

学省と連携し、最高裁判所や日本弁護士連合会等の関係機関・団体の必要な協力を得て、連絡協議会を開

催している。

令和３年度は連絡協議会を３回開催し、①法曹志望者数の減少が法曹の質に与える影響について検証す

るための方策に関する意見交換を行うとともに、②上記を踏まえ法務省が実施した「法曹の質に関する検

証」の結果についての報告及び意見交換を行った。また、③法曹人口に関する各種データ、令和３年司法



試験及び司法試験予備試験の結果等について報告し、意見交換するなど必要な取組を進めた。

実績値

参考指標

29年度 30年度 元年度 ２年度 ３年度

１ 法務省ホームページ「法曹養成制度改革 10,270 10,537 11,833 12,073 11,140

連絡協議会」閲覧件数（件）

２ 法科大学院志願者数（人 （文部科学省 8,160 8,058 9,064 8,161 8,341）

調べ）

（各行政機関共通区分）目標達成

目標達成度合い

の測定結果 （判断根拠）

測定指標１及び２は、達成すべき目標に照らし、いずれも主要なものであると

考えている。

測定指標１及び２は、いずれも目標を達成することができたことから、本施策

は「目標達成」と判断した。

施策の分析

評

価 （測定指標の目標達成度の補足）

結 【測定指標１】

果 推進会議決定においては 「法曹有資格者の活動領域の拡大に関する有識者懇談会」の取りまとめ、

（平成27年５月）を踏まえ、法曹有資格者の活動領域の拡大に向けた取組を継続することが必要とさ

れた。

これを受けて、法務省は、法曹有資格者の海外展開を支援する取組として、令和３年度は、モンゴ

ル国及び新型コロナウイルス感染症の影響により調査報告時期が遅れていたベトナム社会主義共和国

に派遣した委託弁護士が、それぞれ現地における外国弁護士の活動規制状況等の調査を新規に行い、

法務省ホームページにおいて、各調査結果である報告書を掲載した。このほか、過去に調査が行われ

、 、 。たフィリピン共和国のアップデート調査を行い 前記同様 報告書を法務省ホームページに掲載した

これらの適切な方法により、有益な情報が広く共有されたと言えることから、目標を達成すること

ができたと評価できる。

【測定指標２】

法務省及び文部科学省が行うべき取組及び関係機関・団体に期待される取組の進捗状況等を適時に

把握するとともに、これらの取組を進めるに当たって必要な連絡協議を行うため、令和３年度におい

ても、前年度に引き続き、最高裁判所や日本弁護士連合会等の関係機関・団体の必要な協力を得て、

連絡協議会を開催し、これまでに集積された法曹人口に関するデータ（裁判事件数の推移、司法試験

及び司法試験予備試験の受験者数・合格者数の推移、法科大学院志願者数・入学者数・修了者数の推

移等）などについて報告・意見交換を行ったほか、法曹の質に関する検証方法やその検証結果につい

て意見交換を行うなど、必要な取組を進めている。また、文部科学省に設置された中央教育審議会法

科大学院等特別委員会に、合計３回、担当者が参加して法科大学院改革について検討を行っているこ

とに加え、文部科学省と共同して法学部生を対象とする法曹志望に関するアンケート調査を実施する

などの取組を行っている。なお、上記検証の結果、若手法曹を含めた現在の法曹の活動に対し、利用

者等から高い評価を得られていることや、多くの分野において、法曹との更なる連携を求める声が確

認されたところ、こうした評価は司法制度改革審議会意見書が求めていた法的サービスを適切に提供



することのできる法曹が確実に育っていることを示すものと考えられる。

以上からすれば、法曹養成制度改革を推進するための取組を着実に進めることができたと言え、目

標を達成することができたと評価できる。

（取組の有効性、効率性等）

【測定指標１及び２関係】

測定指標１及び２については 「法曹養成制度改革の推進について」及び「法曹養成制度改革の更、

なる推進について」において示されている施策のうち、法務省が担当する事項について、課題の検討

を行うとともに、施策を実施するという目標に対し、法曹有資格者の活動領域、法曹人口、司法試験

及び司法修習における各課題について検討するため、連絡協議会を開催し、そこでの検討結果を踏ま

え、必要な取組を進めたほか、今後も必要な連絡協議を行うための環境整備も行った。中でも、法務

、 「 」省が同協議会の協力を得て 令和３年度に実施して取りまとめた 法曹の質に関する検証結果報告書

は、法曹の新たな活動領域も含めた６つの分野を取り上げて各分野の利用者等の満足度について調査

・分析をしたものであるところ、同取組は新しい法曹養成制度の下で、国民のニーズに応えることの

できる法曹が育成されているかについての現状を把握する上で有益かつ有効な取組だったと言える。

また、当該報告書を法務省ホームページに掲載し、公表することで、若手法曹を含めた現在の法曹の

活動に対する利用者等からの評価等に関する情報が国民に広く共有され、法曹有資格者の活用を推進

する一助になったものと言える。

以上からすれば、達成すべき目標にとって有効かつ効率的な取組であると評価できる。

次期目標等への反映の方向性

【施策】

高度の専門的な法律知識、幅広い教養、豊かな人間性及び職業倫理を備えた多数の法曹の養成及び

確保その他の司法制度を支える体制を充実強化するよう、現在の目標を維持し、引き続き取り組んで

いく。

【測定指標１】

法曹有資格者の活動領域の在り方については、法曹有資格者の活動領域の拡大に関する有識者懇談

会の取りまとめや推進会議決定を踏まえ、令和４年度以降も法曹有資格者の専門性の活用の在り方に

関する有益な情報が自治体、福祉機関、日本企業等の間で共有され、各分野における法曹有資格者の

活用に向けた動きが定着するよう、関係機関の協力を得て、環境の整備に取り組む。

【測定指標２】

法曹養成制度改革を推進するための取組については、令和４年度以降も文部科学省と連携し、関係

機関・団体の協力も得て、連絡協議会を開催し、必要な連絡協議を行うとともに、法務省が担当する

事項につき、連携法等一部改正法の成立を踏まえ、関係機関・団体と連携・協力しながら必要な取組

を実施する。

学識経験を有 １ 実施時期

する者の知見 令和４年７月21日

の活用 ２ 実施方法

会議

３ 意見等の概要

〔意見及び回答〕

「 （ ） 」別添 令和３年度法務省事後評価実施結果報告書 案 に対する質問・意見及び回答

番号２－１のとおり



1 法曹有資格者の活動領域の拡大に関する有識者懇談会（法務省ホームページ〔https://www.moj.go.jp/*
housei/shihouseido/housei10_00039.html ）〕

政策評価を行 ○ 評価の過程で使用した資料等

う過程におい ・ 法曹養成制度改革連絡協議会資料（法務省ホームページ〔https://www.moj.go.jp/

て使用した資 housei/shihouseido/housei10_00116.html ）〕

料その他の情 ・ 日本企業及び邦人を法的側面から支援する方策等を検討するための調査研究（法務

報 省ホームページ〔https://www.moj.go.jp/housei/shihouseido/housei10_00135.htm

l ）〕

備考 【行政事業レビュー点検結果の令和５年度予算概算要求への反映内容】

引き続き、所要の経費の要求を行った。

担当部局名 法務省大臣官房司法法制部司法法制課 政策評価実施時期 令和４年８月






















